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ぴったりサービス

子育て応援課医療費支援グループ
☎861-6951

スマート
フォンから

パソコンから

オンライン申請で
簡単便利に手続きを!

申請できる手続き 利用方法

手続き分野

子育て

妊　娠

介　護

ぴったりサービス※のサイトからご利
用ください。
※国が運営しているマイナンバーを利用した
　オンラインサービス

◀ぴったりサービス
　への接続はこちらから

オンライン申請に必要なもの

ぴったりサービスとは？

休日や夜間なども
手続きができて
便利になるね！

　国が運営する、マイナポータルから電子申請ができるサービスです。
子育てに関する手続きをはじめとした、さまざまな行政手続きなどの
申請や届出について検索したり、一部の手続きでは申請書のダウン
ロードやオンライン申請したりすることができます。
※オンライン申請にはマイナンバーカードとマイナンバーカードを読み
　とれるスマートフォンやパソコンなどが必要です。

申請できる手続きは順次追加する予定です。
ぜひ便利なオンライン申請をご活用ください。

▼詳しくはこちらから

中学生ま
での

お子さん
が対象 通院費・入院費が無料になる

の手続きがオンラインで申請できます。

　今後、マイナンバーカードによる本人確認やクレジットカードによる決済など、
オンライン手続きを拡充し、市役所に行かずに一連の手続きが完結する環境
を整えていきます。

児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求
児童手当等の額の改定の請求及び届出
受給事由消滅の届出
児童手当等の現況届
児童扶養手当の現況届の事前送信（ただし、面談が必要となりますので、
必ず窓口で申請してください。別途証明書等の提出が必要となることがあ
ります。対象者には、7月下旬に通知します）

居宅介護（介護予防）福祉用具購入費の支給申請
居宅介護（介護予防）住宅改修費の支給申請
居宅（介護予防）サービス計画作成（変更）依頼の届出
介護保険負担割合証の再交付申請
被保険者証の再交付申請
高額介護（予防）サービス費の支給申請
介護保険負担限度額認定申請

要介護・要支援認定の申請
要介護・要支援更新認定の申請
要介護・要支援状態区分変更認定の申請
住所移転後の要介護・要支援認定申請
要介護認定・要支援認定申請取下
介護保険に関する通知書等の送付先（登録・変更・抹消）申請

ちゃーがんじゅう課
認定グループ
☎861-1274

ちゃーがんじゅう課
給付グループ
☎862-9010
（内線：2418）

子育て応援課
☎861-6951

問い合わせ先

地域保健課
☎853-7962

妊娠の届出

【介護給付に関すること】

【要介護認定に関すること】

※保健所での面談が必要です。

　子育てや介護などの一部手続きが、パソコンやスマート
フォンを利用してオンライン申請できるようになりました。
　自宅や出先からインターネットを利用して、便利なオン
ライン申請をぜひご利用ください。

新規認定、変更・喪
失届、再交付など
の手続きがスマー
トフォンやパソコン
などから24時間ご
利用できます。

「こども医療費助成」

こちらから▼

マイナンバーカード
スマートフォン／タブレット端末／
パソコンなど（マイナンバーカードを
読み取れるもの）

・
・


